
資料３

上段：前回再評価

前回（Ｈ３０）

空港道路は、高速ネットワークの拡充による
近隣都市間の連絡機能の強化を図り、地域間
交流の活性化及び拠点空港函館空港、重要港
湾函館港等への物流の効率化等を支援すると
ともに、函館市内の交通混雑の緩和、交通事
故の低減等による道路交通の定時性、安全性
の向上を目的とした延長１０．０kmの事業で
ある。

H19 R5 709 62

観光地への利便性向上
交通混雑の緩和
道路交通の安全性向上
工業団地の利便性向上　　　他

773 1,153

今回（Ｒ１） 同上 H19 R5 738 69

観光地への利便性向上
空港アクセスの向上及び交通混雑の緩和
道路交通の安全性向上
工業団地の利便性向上　　　他

〔773〕〔1,153〕

前回（Ｈ２８）

中樹林道路は、高速ネットワークの拡充によ
る札幌圏の連絡機能の強化を図り、地域間交
流の活性化及び、拠点空港新千歳空港、国際
拠点港湾苫小牧港等への物流効率化等の支援
を目的とした、南幌ランプから江別市江別東
ＩＣに至る延長７．３ｋｍの事業である。

H21 R3 204 22

物流拠点間の利便性向上
国際拠点港湾への流通利便性向上
拠点空港への利便性向上
救急搬送の安定性向上　　　他

194 389

今回（Ｒ１） 同上 H21 R6 294 41

農産品の流通利便性向上
物流拠点の利便性向上
水産品の流通利便性向上
道路交通の安全性向上　　　他

314 396

前回（Ｈ２８）

釧路新道は、拠点空港釧路空港等への物流効
率化等の支援をするとともに、釧路市街にお
ける交通混雑、交通事故の低減等を目的とし
た釧路市新野から釧路西ICに至る延長８．８
ｋｍの４車線整備事業である。

H4 R2 498 78

交通混雑の緩和
道路交通の安全性向上
拠点空港への利便性向上
救急搬送の安定性向上　　　他

713 768

今回（Ｒ１） 同上 H4 R5 498 81

交通混雑の緩和
道路交通の安全性向上
拠点空港からの利便性向上
水産品の流通利便性向上　　他

829 1,069

前回（Ｈ２８）

尾札部道路は、落石、土砂崩壊等の危険箇所
及び現道隘路区間の解消を図り、道路の安全
な通行の確保を目的とした、函館市尾札部町
から大船町に至る延長１４．８ｋｍの事業で
ある。

S61 R2 221 80

災害時の緊急輸送ルートの強化
防災上の要対策箇所の回避
物流の利便性向上
道路交通の安全性向上  　　他

－ －

今回（Ｒ１） 同上 S61 R7 221 84

災害時の緊急輸送ルートの強化
道路交通の安全性向上
防災上の要対策箇所の回避
水産品の流通利便性向上    他

－ －

◆重点審議案件の選定要件 （ａ）事業計画が顕著に変更された事業
（ｂ）推定便益が顕著に減少する事業
（ｃ）推定事業費が顕著に増加する事業
（ｄ）事業の進捗予定が顕著に遅れている事業
（ｅ）その他の要因

1.3

重点審議

（ｄ）事業の進捗予定
が顕著に遅れている事
業

－

再～4
一般国道３８号

釧路新道

社会情勢の急激な変化
等により再評価の実施
の必要が生じた事業

1.1

　釧路外環状道路と一体となった
バイパスの整備により、拠点空港
釧路空港、国際バルク戦略港湾釧
路港へのアクセス強化とともに、
釧路市街における交通混雑の緩和
や道路交通の安全性向上が図ら
れ、道民生活の向上や経済・社会
活動の活性化に寄与することか
ら、当該事業の継続について異議
はありません。
　なお、事業の実施にあたって
は、周辺環境への影響を最小限に
とどめること。また、徹底したコ
スト縮減を図るとともに、これま
で以上に効率的・効果的な執行に
努め、早期供用を図るようお願い
いたします。

継続
事業の必要性・重要性は変化
なく、費用対効果等の投資効
果も確保されているため。

重点審議

（ｄ）事業の進捗予定
が顕著に遅れている事
業

事業の必要性・重要性は変化
なく、費用対効果等の投資効
果も確保されているため。

重点審議

（ｃ）推定事業費が顕
著に増加する事業

1.3

再～5
一般国道２７８号

尾札部道路

社会情勢の急激な変化
等により再評価の実施
の必要が生じた事業

－

　バイパス整備による、落石、土
砂崩壊等の危険箇所及び現道隘路
区間の回避により、道路交通の安
全性向上や災害時における緊急輸
送ルートの強化が図られ、道民生
活の向上や経済・社会活動の活性
化に寄与することから、当該事業
の継続について異議はありませ
ん。
　なお、事業の実施にあたって
は、周辺環境への影響を最小限に
とどめること。また、徹底したコ
スト縮減を図るとともに、これま
で以上に効率的・効果的な執行に
努め、早期供用を図るようお願い
いたします。

継続
事業の必要性・重要性に変化
はなく、防災面の効果が見込
まれるため。

再～3
道央圏連絡道路

（一般国道３３７号）
中樹林道路

社会情勢の急激な変化
等により再評価の実施
の必要が生じた事業

2.0

　北海道縦貫自動車道江別東ICと
接続し、高速ネットワークの拡充
による札幌圏の連絡機能の強化を
図り、地域間交流の活性化及び、
拠点空港新千歳空港、国際拠点港
湾苫小牧港へのアクセス強化によ
る物流の効率化とともに、道路交
通の安全性向上等が図られ、道民
生活の向上や経済・社会活動の活
性化に寄与することから、当該事
業の継続について異議はありませ
ん。
　なお、事業の実施にあたって
は、平成19年12月25日付け環政第
1171号「地域高規格道路道央圏連
絡道路長沼町～江別市間環境影響
評価準備書について」における知
事意見を遵守すること。また、よ
り一層の徹底したコスト縮減を図
るとともに、これまで以上に効率
的・効果的な執行に努め、早期供
用を図るようお願いいたします。

継続

1.5

　函館新道や函館江差自動車道と
接続し、高速ネットワークの拡充
による近隣都市間の連絡機能の強
化を図り、地域間交流の活性化及
び、重要港湾函館港、拠点空港函
館空港、新幹線駅へのアクセス強
化とともに、函館市内の交通混雑
の緩和、道路交通の安全性の向上
等が図られ、道民生活の向上や経
済・社会活動の活性化に寄与する
ことから、当該事業の継続につい
て異議はありません。
　なお、事業の実施にあたって
は、平成18年3月30日付け環政第
1825号「函館圏都市計画道路1･4･
3新外環状線環境影響評価準備書
について」の知事意見を遵守する
とともに、都市計画に沿って整備
を図ること。また、より一層の徹
底したコスト縮減を図るととも
に、これまで以上に効率的・効果
的な執行に努め、早期供用を図る
ようお願いいたします。

継続
事業の必要性・重要性は変化
なく、費用対効果等の投資効
果も確保されているため。

総括審議

※『費用対効果分析実
施判定票』により確認
※〔　〕内は前回評価
結果を使用

〔1.5〕

下段：今回再評価
事業化
年度

完了予
定年度

再～2
函館新外環状道路

（一般国道２７８号）
空港道路

社会情勢の急激な変化
等により再評価の実施
の必要が生じた事業

備　　　　　考
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